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令和４年10月からの短時間労働者に対する
健康保険・厚生年金保険の適用拡大

　法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
　従前の制度との変更点は以下のとおりです。

「特定適用事業所」の要件
　　　　　被保険者（短時間労働者を除く）の総数が常時500人を超える事業所
　　　　　被保険者（短時間労働者を除く）の総数が常時100人を超える事業所

「短時間労働者」の適用要件
　　　　　雇用期間が１年以上見込まれること
　　　　　雇用期間が２か月を超えて見込まれること（通常の被保険者と同じ）

変更前
変更後

変更前
変更後

令和４年10月からの改正

「特定適用事業所」の要件
　　　　　被保険者（短時間労働者を除く）の総数が常時100人を超える事業所
　　　　　被保険者（短時間労働者を除く）の総数が常時50人を超える事業所
　※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。

変更前
変更後

〈要件早見表〉

対　象 要　件 平成28年10月～
（現行）

令和4年10月～
（改正）

令和6年10月～
（改正）

事業所 事業所の規模 常時500人超 常時100人超 常時50人超

短時間
労働者

労働時間 週の所定労働時間が
20時間以上 変更なし 変更なし

賃　金 月額88,000円以上 変更なし 変更なし

勤務時間 継続して１年以上
使用される見込み

継続して２か月を超えて
使用される、または
使用される見込み　

継続して２か月を超えて
使用される、または
使用される見込み　

適用除外 学生でないこと 変更なし 変更なし

　令和４年10月から新たに特定適用事業所となる事業所について、必要な準備は以下のとおりです。
（1） 新たに被保険者となる短時間労働者の把握

　短時間労働者で、被保険者となっていない従業員等の労働条件を確認する必要があります。
（2） 従業員への説明（※）

　これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていた従業員等へ、令和４年10月以降は上
記の労働条件によって社会保険の被保険者となることを説明いただく必要があります。

（3） 令和４年10月以降の資格取得届の準備
　（1）、（2）の確認の結果、新たに被保険者となる従業員に対する資格取得の届け出を令和４年10
月から行っていただくことになりますので、可能な場合は、事前に作成等をお願いします。

（※） 法律改正に伴う制度内容の変更点等を含め、社会保険加入のメリットやそれに伴う働き方の変化の必要性に
ついて、事業主が従業員に説明することは、とても大切です。社会保険加入のメリットについては、厚生労
働省ホームページをご確認ください。

令和６年10月からの改正

必要な手続き


